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今治市建設工事等指名競争入札に係る電子入札参加者心得 

 

 今治市が発注する建設工事等指名競争入札（競争見積を含む。）に係る電子入

札参加者は、今治市契約規則（以下「契約規則」という。）及び今治市建設工事

等電子入札運用基準（以下「電子入札運用基準」という。）等のほか、契約条

項・関係書類・工事予定現場等を熟知するとともに、下記の条項により入札に

参加してください。  

 

記 

１ えひめ電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）により

指名通知を受領後、電子入札システムにより速やかに受領確認書を必ず提出

すること。 

２ 紙媒体での設計図書等の閲覧は、契約課においてすることができる。ただ

し、貸し出しは、原則行わない。  

３ 入札書は、電子入札システムにより、入札金額及びくじ番号を入力の上、

入札書受付予定日時の間に提出すること。入札書受付予定日時を過ぎると入

札書の提出はできない。また、一旦提出した入札書等の返還・引換え・変更・

取消しはできない。  

なお、電子入札運用基準の規定により紙入札を認められた場合は、入札書

等を紙媒体にて提出することができる。紙入札の取扱いは、電子入札運用基

準の規定によるものとする。  

４ 入札指名を受けた者は、入札書の提出にいたるまでは、入札を辞退するこ

とができる。  

指名を受け、入札を辞退しようとする者は、電子入札システムにより、入

札書受付予定日時の間に、辞退届を提出すること。  

なお、やむを得ない事情により、電子入札システムで辞退届を提出できないときは、

入札書受付予定日時までに次のいずれかの方法により提出することができる。 

（１） 契約課にファクシミリにて提出する。（後日、速やかに原本を提出のこと。）  

（２） 契約課に直接持参により提出する。  

入札書受付予定日時を過ぎると辞退届の提出はできない。また、入札書提

出後の辞退は認めない。 
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なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利

益な取扱いを受けるものではない。  

ただし、入札書又は辞退届の提出がない場合は、無断欠席扱いとなり、そ

の行為が複数回繰り返されるなど不誠実な行為とみなされるときは、今治市

建設工事指名停止措置要綱に基く指名停止措置等の対象となる。  

５ 入札指名を受けた者で設計図書等に関する質問事項のある場合は、開札日

の６日前（開札日を含まず６日前）の午前９時までに（その日が市の休日に

当たるときは、開札日の７日前（開札日を含まず７日前）の午後５時までに）

質問事項を提出すること。提出方法は、原則、電子入札システムとするが、

電子入札システムで提出する場合は、電子入札システムの都合により提出期

限を別途設定しているので注意すること。また、持参及びファックスにより

契約課へ提出することもできるが、その場合は、設計図書等質問回答書（別

記様式第３号様式）を使用すること。ただし、別途指示がある場合はこの限

りではない。  

６ 入札参加者が１者となる場合は、入札を不調とし中止するものとする。  

７ 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。なお、第１号につい

ては紙入札の場合に限り、工事費内訳書については提出を義務付けられてい

る場合に限る。  

 (１) 工事費内訳書に入札者の記名のない入札  

（２） 入札者又はその代理人がした２以上の入札  

 (３) 工事費内訳書の金額を訂正した入札  

 (４) 事前に公表された予定価格を超えた入札  

 (５) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札  

 (６) 工事費内訳書の提出を義務付けられているにもかかわらず、入札書に

併せて工事費内訳書を提出しない入札  

 (７) 工事費内訳書及び入札価格詳細設計書（自社様式）の審査の結果、積

算の妥当性を欠くものや、不審な点が認められる入札  

 (８) 工事費内訳書の合計金額と入札書記載金額が一致していない入札  

 (９) 工事費内訳書における見積金額に違算がある入札 

 (10) 明らかに連合によるものと認められる入札  

 (11) 上記のほか、契約規則、又は入札に係る条件に違反した入札  
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８ 前項の認定は、入札執行者が行い、入札者は、異議の申立てができない。  

９ 開札は、所定の場所及び日時に行うものとする。その際、入札参加者で希

望する者は、開札に立ち会うことができる。  

10 開札の執行を妨害した者は、退場を命じる。  

11 入札者中、予定価格の制限の範囲内で最低価格（総合評価競争入札による

入札で落札者を決定する場合（以下「総合評価落札方式の場合」という。）

は最高評価値。以下同じ。）の入札をした者を落札者とする。ただし、次の

各号のいずれかに該当するときは、予定価格の制限の範囲内で入札をした他

の者のうち最低価格（総合評価落札方式の場合は最高評価値）の入札者を落

札者とする。  

 (１) 低入札価格調査制度が適用される入札にあっては、調査の結果、当該

契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるもの  

 (２) 最低制限価格制度が適用される入札にあっては、それぞれの入札案件

ごとに設けられた最低制限価格を下回る価格をもって入札をしたもの  

 (３) その他必要な調査の結果、市長が不適当であると認めるもの  

12 予定価格の事前公表に係る入札は１回とし、他の件については、再度の入

札を行う。  

13 工事請負契約に係る入札において、調査基準価格（契約規則第 23 条に定

める基準）を下回る金額で入札を行った者は、市の行う調査に協力しなけれ

ばならない。  

14 入札執行者が必要と認めるときは、入札の執行を停止し、若しくは取り消

し、又は入札日時を変更できるものとし、この場合において、入札執行者は

入札者の損害に対しその責は負わない。  

15 落札となるべき同価格の入札をした者が２以上ある場合で、当該者の入札

価格が同価格であるときは、くじ（電子くじ）により落札者を決定するもの

とする。総合評価落札方式においては、同評価値の入札をした者が２以上い

る場合で、当該者の入札価格が同価格であるときは、くじ（電子くじ）によ

り落札者を決定し、入札価格が同価格でないときは、別途指定する日時に指

定する場所で、くじにより落札者を決定するものとする。  

16 入札者は、入札後、契約規則、設計書、仕様書、図面、契約条項、現場等

についての不明を理由として異議を申し立てることができない。  
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17 落札者は、落札の通知を受けた日から７日以内に契約担当者に対し契約の

締結を申し出なければならない。ただし、落札者において、やむを得ない理

由があるときは、その期間の延長を求めることができる。  

18 落札者は、契約締結の申し出と同時に、契約金額の 10 分の１（調査基準価

格を下回る価格で入札した者が落札者となった場合は 10 分の３）以上の契約

保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。

ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。  

19 落札者が第 17 項に規定する期間内に契約の締結を申し出ないとき（前項

に規定する契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供する

ことができないときを含む。）は、落札は効力を失うものとする。  

20 契約規則第 32 条第１項の事由により落札を取り消したときは、入札保証金

等が市に帰属することとなったとき（契約規則第 14 条第２項）を除き、落札

者の見積った契約金額の 100 分の５に相当する額の違約金を当該落札者から

徴収する。ただし、真にやむを得ない事由があると認めるときは、当該違約

金の全部又は一部を徴収しないことができる。  

21 入札により落札決定した工事において、同一入札参加業者へは原則として

下請させてはならない。 

22 この心得に定めのない事項については、契約規則、電子入札運用基準その

他の市の規定・関係書類等によるものとする。  

23 この心得は、随意契約による見積合わせ及び今治市契約課が入札を執行す

る業務委託（測量、設計、地質調査等）の場合に準用する。  

 

 

平成２４年１０月１日  制定 

平成２６年３月１４日一部改正  

平成２６年１０月１７日一部改正  

平成２７年４月１日一部改正  

平成３０年２月１日一部改正  

令和２年４月１日一部改正  

令和５年４月１日一部改正  


